
2019年度 春の一日合同行政相談所開設
＜point＞

 「一日合同行政相談所」では、行政機関のほか、弁護士、税理士、司法書士などの
専門家も参加するため、行政に関することだけでなく、様々なご相談やお困りごとに
ワンストップで対応することができます。

 相談は無料で、予約はいりません（先着順で受付）。秘密は守られます。
 「利根・沼田」は３年ぶり、「富岡・甘楽」は連続18回目の開催となります。

＜開催日時及び場所＞
①利根・沼田一日合同行政相談所
日 時： ５月15日（水）午後１時～４時（受付は３時半まで）
場 所： 沼田市保健福祉センター（沼田市東原新町1801‐72）

②富岡・甘楽一日合同行政相談所
日 時： ５月29日（水）午後１時～４時（受付は３時半まで）
場 所： 富岡市生涯学習センター （富岡市七日市400‐1 ）

＜問い合わせ先＞

（群馬行政監視行政相談センター）

Tel:0570‐090110
または 027‐221‐1100

＜主な参加機関（予定）＞
法務局、労働局、年金事務所、県土木事務所、市町村、
弁護士、税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、
行政相談委員など



税金
相続したときの税金は？
確定申告の方法は？

登記
土地、建物の名義を
変更するには？

労働
会社が残業代を
払ってくれない！

道路
破損した路面を
修理してほしい！

身近な法律問題
相続や遺言の手続を教えてほしい！
近隣トラブルを解決するには？
多重債務に困っている！

年金・健康保険
年金受給の手続は？
入院で医療費が高額になるのが心配！

※ 相談時間は１つの相談につき約20分です。
※ 来場者が多数の場合、相談人数を制限させていただく場合があります。

※ 県、市町村に関する相談など、相談内容によっては、別の担当窓口を
案内したり、後日回答とさせていただく場合もございます。

このほか、国の行政機関等の業務に関すること、
暮らしのなかで困ったことなど、お気軽にどうぞ！

主な相談例

【利根・沼田会場】 【富岡・甘楽会場】


